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杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業 
募集案内 令和８年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇事前相談期間◇ 必須・予約が必要です。 

令和８年２月１０日（火）～３月６日（金） 
※お越しの際は、記入済みの申請書類をご持参ください。 

◇申請受付期間◇ 令和８年２月１０日（火）～３月１３日（金） 
※提出書類に不備等がありますと、再提出をお願いする 

場合があります。余裕を持って、ご提出ください。 

 すぎなみ協働プラザ 

                  （杉並区阿佐谷南 3-2-19 産業商工会館内） 

◇募集説明会◇ 令和８年２月１８日（水） 午後６時～７時 

         場所：杉並区役所分庁舎3 階(杉並区成田東 4-36-13)  

※事前の申し込みが必要です。 

※説明会に参加しなくても申請できます。 
 

◇ 助 成 額 ◇ 上限３０万円（1団体）※助成総額１５０万円(予定) 
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１ ＮＰＯ活動資金助成の目的 
杉並区ＮＰＯ活動資金助成は、地域の皆さんや事業者からの寄附と区の財源で運営さ

れている「杉並区ＮＰＯ支援基金」を通して、さまざまな地域の課題を解決し、住みよい

杉並にするための事業に助成することで、地域に支えられたＮＰＯ活動の推進を目的と

しています。 

 
２ 対象となる事業 

区民を対象とした特定非営利活動等(注)に係る事業 

（１）スタートアップ事業 

令和８年４月１日現在、設立５年未満の団体が、活動の基盤強化のために行う事業 

（２）ステップアップ事業 

団体活動の発展のために行い、将来的に区や他団体との連携・協働が期待できる事業 

 

※他の助成制度を受けている事業又は、他の助成制度に申請中の事業は、本助成には申請できません。 

※同一団体への助成は連続２年までとし、その後１年以上期間を空けてから申請可とします。 

 (注)特定非営利活動等…特定非営利活動促進法に指定された 20 種類の分野に該当し、不特定かつ多数の

ものの利益に寄与することを目的とする活動又はこれに準ずる活動のことです。 

 
３ 対象となる団体 
申請締切日までにすぎなみ協働プラザに団体登録(注)を行っている以下の（１）から（３）

までのいずれかの団体のうち、（４）から（７）までの要件を全て満たす団体 

（ただし、９年度の募集から、申請年度の前年度の 12月 31日までに団体登録を完了し

た団体を対象団体とします） 

(１) 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号。以下「法」という。）第 13 条第２項の届出書を提

出した法第２条第２項に規定する特定非営利活動法人 

(２) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号）第 22 条及び第 163 条に

規定する登記を行った法人 

(３) 任意団体（ただし、町会・自治会、学校支援本部等、受益者・地域等が限定的なものを除く） 

(４) 主たる事務所を杉並区に有すること又は法第２条第１項に規定する特定非営利活動（以下「非営

利活動」という。ただし、(２)並びに(３)に該当する団体が行う活動については、非営利活動に準ずる

活動とする。）の対象が区民であること。 

(５) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。）又は暴力団若しくはその構成員（暴力団の構成団体の構成員又はその構成

員でなくなった日から５年を経過しない者を含む。）の統制の下にある団体でないこと。 

(６) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）第５条若しく

は第８条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制の下にある団体でないこと。 

(７) 助成金の交付を２年連続して受けている団体でないこと。 

 

 

(注)すぎなみ協働プラザへの団体登録について 

本制度への申し込みについては、すぎなみ協働プラザへの団体登録が必須となります。登録と

本制度への申請を同時に行う際には、日程に余裕を持ち、すぎなみ協働プラザへお越しくださ

い。（書類不備等で団体登録が完了しない場合は申請を受け付けることが出来ません。） 
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４ 助成対象期間及び助成金額 
（１）助成対象期間 交付決定日（６月上旬予定）～９年２月２８日 

※事業実施に係る準備経費については、令和８年４月１日から対象とします。 

（２）助成金額 上限３０万円（１団体）千円未満切り捨て 

助成総額 １５０万円（予定） 

※選考の結果、助成決定金額が申請金額を下回る場合がありますので、その場合でも実

施可能な計画を立ててください。(９ページ参照) 
 
５ 助成対象経費 

助成対象となる経費は、事業実施に係る以下の項目のみとします。 

項 目 経費の種類 

①謝礼金 
・事業実施に必要な講師、指導者、ボランティアへの謝礼 

（交通費相当も含む） 

②旅費・交通費 
・事業従事者の事業実施会場までの交通費、宿泊費 

・事業従事者の打ち合わせ会場までの交通費、宿泊費 

③消耗品費 

・事業実施に必要な事務用品類、材料などの消耗品費 

・事業実施に必要な茶菓子代 

（※単価が税抜価格５万円を超えるものについては助成対象外） 

④役務費 

・実施事業のチラシ等を送付するための切手、宅配便 

・振込手数料 

・事業参加者やボランティアに対する保険料 

・事業実施の際に必要な託児費用 

⑤制作委託費 

・事業実施に使用するチラシや資料の作成費用（デザイン・原稿・

動画作成料含む）で団体外へ発注したもの 

（※10 万円を超える場合は原則２者以上の見積書を添付） 

⑥使用料・賃借料 
・施設使用料、事業実施に必要な車両・機材リース、施設入場料等 

・事業実施会場まで物品を運ぶ際に掛かった駐車場代 

⑦その他の経費 ・上記項目以外で、区が事業実施に必要と認めたもの 

※物品の購入や印刷に当たっては、クレジットカードや電子マネー、ポイントカードの使

用は原則できません。やむを得ず前述の支払方法を使用する場合は必ず事前にご相談

ください。 

※団体の運営に関する経常経費は対象外です。 

※上記の表に記載している場合に加え、見積書を添付していただくことがあります。 

（高額、積算根拠が分かりにくい等） 

 

 

【参考】 

 

事業従事者とは？  → 助成事業に従事する人（団体構成員、ボランティア、協力 

団体など） 

ボランティアとは？ → 団体構成員以外の協力者で、事業に従事する人 

事業参加者とは？  → 事業従事者以外の助成事業に参加する人 
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６ 助成対象外経費 

助成対象となる経費は、以下の項目を除きます。 

項 目 経費の種類 

①謝礼金 
・謝礼単価の目安を大幅に逸脱した高額な謝礼（下記の一覧を参照） 

・団体構成員への謝礼 

②旅費・交通費 
・最も経済的な通常の経路及び方法と判断できない旅費 

・過度なサービスや設備のある豪華な宿泊施設の宿泊料、飲食費等 

③消耗品費 

・事業実施に必要な物品購入費で単価が税抜価格５万円を超えるも

の 

・団体運営のための継続的な経費や資産になる物品の購入費 

・打合せや会議等で事業従事者が消費するための茶菓子代 

④役務費 ・団体構成員に対する保険料・託児費用 

⑤制作委託費 

・製作枚数と配布数に大幅な差異がある印刷物等 

・助成対象事業以外の事業も掲載している印刷物等 

・助成対象事業ではなく、団体自体の広報となっている印刷物等 

⑥使用料・賃借料 
・助成事業以外にも恒常的に使用する団体事務所の家賃 

・光熱水費 

その他 

・領収書に不備がある経費(日付が助成期間対象外、宛名が助成団体

名でない等)  

・当該事業助成の対象となることが確認できない経費 

・交付決定時の事業計画書と異なる事業を事前相談なしに実施した

ことにより生じた経費 

・助成金対象経費とするには不適当であると区が判断したものに対

する経費 

 

【参考】 

講師・指導者への謝礼（１時間あたりの単価） 

区 分 金 額（円） 

大学教授、弁護士、医師、ジャーナリスト、著名民間学者 15,300～20,400 

大学准教授、民間専門研究家、民間企業管理層、官公庁局長級 10,200～13,250 

大学講師、高専教授、民間専門知識人、官公庁課長級 8,150～ 9,200 

小中高教諭、民間技術者、高専准教授・講師、官公庁係長以下 5,100～ 7,150 

その他 4,100 

 

 

手話・多言語の通訳者への謝礼（１名あたり） 

時 間 金 額（円） 

当初２時間まで 4,500 

以降１時間ごと 2,000 
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７ 提出書類 

（１）助成金交付申請書（第 1 号様式） 

※団体名称は、定款・会則に記載の名称で記入してください。 

（２）団体概要書 

（３）助成金対象事業計画書 

（４）助成金対象事業収支予算書 

（５）構成員名簿 

（６）定款・会則 

 

【特定非営利活動法人の場合】 

（７）東京都へ提出した直近の事業報告書等（事業報告書・活動計算書・貸借対照表・  

財産目録）の写し 

又は、それに準じる書類（設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書・活動

予算書）の写し 

 

【一般社団法人・一般財団法人の場合】 

（８）一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 123 条又は第 199 条に規定する 

計算書類・事業報告・附属明細書の写し 

 

【任意団体の場合】 

（９）直近の事業報告書・決算書の写し 

又は、それに準じる書類（事業計画書・予算書）の写し 

※このほかの書類をご提出いただく場合があります。 

 

８ 団体登録 

 受付先：すぎなみ協働プラザ 

下記 URL の「来所予約はこちら」ボタンまたは９ページに記載の連絡先へ電話、メール

にてご連絡の上、お越しください。 

 ※団体登録には審査があり、お時間を要します。申請を検討している場合はお早めに団体

登録の手続きを行ってください。(申請期限までに団体登録が完了していない場合は申

請を受け付けることが出来ません。) 

（https://member.sugi-chiiki.com/nposupport/category/summary/dantaitouroku/） 

  

申請書類は、すぎなみ協働プラザ・地域課協働推進係窓口で配布しています。 

また、杉並区公式ホームページからダウンロードすることも可能です。 

（トップページ > くらし・手続き > 地域活動・コミュニティ 

> NPO・ボランティア活動 > NPO 支援基金 > NPO 活動資金助成） 

 

ダウンロードは下記 URL、または右の二次元コードから 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/s019/674.html 
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９ 選考 

審査基準に基づき、杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会において、一次審査（書類審査）  

及び二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）を行います。 

なお、選考の過程で事務局から追加の資料提出をお願いすることがあります。 

 

（１）審査基準 

審査項目 説 明 
配 点 

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 

ニーズの把握 
・区民ニーズや地域課題等の現状を正確に把

握・分析した事業である。 
１０ ５ 

団体・地域的特性 ・団体や地域の特性を生かした事業である。 ５ １０ 

期待される効果 

・区民や地域の課題を解決することが期待で

きる。 
１０ １０ 

【スタートアップ事業】 

・将来的に発展、継続する可能性があり、 

地域への効果の広がりが期待できる。 

【ステップアップ事業】 

・助成を受けることで事業が発展し、将来、

協働の担い手となることが期待できる。 

１５ １５ 

実行性・実現性 

・事業スケジュール等が実行可能な内容とな

っている。 
５ ５ 

・事業に必要な知識や資格等を持った人材の

確保のめどが立っている。 
１０ １０ 

資金計画・自己資

金の確保 

・費用の使途が事業目的に対し妥当である。 ５ ５ 

・自己資金確保に努めるなど、継続的・安定

的に事業を遂行できるよう、財源の見通しを

立てている。 

５ ５ 

整合性 
・上記の各項目について、整合性が取れてい

る。 
５ ５ 

 
 

合計７０ 
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（２）選考スケジュール 

・一次審査（書類審査） ４月下旬（予定） 

・二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） ５月上旬（予定） 

※二次審査の対象は一次審査通過団体のみで、詳細は対象団体にご連絡します。 

（３）選考結果 

選考結果は６月上旬（予定）に文書にて採否をお知らせします。 

助成決定した事業については、杉並区公式ホームページ等で公開します。 

 

１０ 助成決定後の流れ 

（１）助成金の交付請求 

交付が決定した団体は、助成金交付決定通知を受領後、速やかに助成金の交付請求を行

ってください。交付請求に必要な書類は交付決定通知に同封します。 

交付にあたり、助成金は金融機関口座に振り込みますので団体名義の口座が必要です。 

（２）助成事業の公表 

・交付が決定した団体の名称・助成金額・助成対象事業及び事業報告書を広報すぎなみ、

区公式ホームページ、すぎなみ地域コム等で公表します。 

・すぎなみ協働プラザ情報紙等で助成事業を紹介します。 

（３）現地確認調査及び事業報告 

（ア）確認調査の実施 

事業実施に関する現地確認調査を担当課職員が行います。 

（イ）事業報告書の提出 

交付を受けた団体は、助成対象事業終了後２週間以内に、事業報告書をご提出くださ

い。提出書類・方法等は交付決定の際にお知らせします。 

※事業終了が令和９年２月２８日(土)の場合、令和９年３月１２日(金)までに提出し

てください。 

事業終了後の報告：令和９年４月に公開事業報告会を開催する予定です。 

（ウ）その他 

ＮＰＯ支援基金ＰＲ（広報）のイベント等に出展参加していただく場合があります。 

 

１１ ＮＰＯ支援基金のＰＲ（広報）及び募金について 

「杉並区ＮＰＯ支援基金」は、区民や企業の皆さまからの寄附を原資として運営され

ています。この趣旨のもと、事業実施中はＰＲ（広報）を行っていただきます。 

・交付が決定した団体は、助成事業活動で作成するポスター・チラシ・看板・ＨＰ等に

ＮＰＯ支援基金のロゴマーク及び「杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業」であることを表

示して、事業を実施してください。 

・すぎなみ協働プラザと連携して、ＮＰＯ支援基金ＰＲ（広報）イベントにご協力くだ

さい。 

・ＮＰＯ支援基金の募金箱、ＰＲ用のぼり・タペストリーを貸し出しますので、事業実

施の際は会場等に設置し、寄附を募るようにしてください。 
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１２ 事業に関する区の支援 

（１）事業周知に関する区の支援 

・区役所、地域区民センター（７ヵ所）、図書館（１３館）等へチラシ類を配架します。 

※荻窪地域区民センターは、令和８年９月（予定）まで休館しています。 

・広報すぎなみ紙面にイベント情報を掲載します。（各団体２回まで） 

※広報すぎなみは月に２回（１日・１５日）発行です。 

※紙面スペースの都合により、ご希望どおりに掲載できない場合があります。 

   ・区公式ホームページ等にイベント情報を掲載します。 

 

（２）事業に対するすぎなみ協働プラザによる支援 

すぎなみ協働プラザでは事業の支援を行っています。お気軽にご相談ください。 

【スタートアップ事業】 

団体を存続させる基礎的な力を養うための支援 

例）団体のやりたいことの見極め、コンセプト作り、団体運営について、会議やイ

ベントのやり方、会員や参加者の増やし方、広報の方法等。 

【ステップアップ事業】 

団体の特性を生かした、独自の発展力を養うための支援 

例）区や他団体との協働、施設運営について、ＳＮＳ活用法、ＨＰ作成方法、ワー

クショップ手法等。 

 

１３ 助成金額の変更と返還 

次のいずれかに該当すると認められるときは、杉並区ＮＰＯ活動資金助成要綱第１１

条、第１２条及び第１３条の規定により、交付の全部又は一部を変更し、助成金を返還し

ていただきますので、ご注意ください。 

（１）交付した助成金に余剰が生じたとき。 

（２）偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

（３）助成金を他の用途に使用したとき。 

（４）助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 

１４ 個人情報の取扱いについて 

助成金交付申請及び助成決定に際し、収集する個人情報については、杉並区が定めて

いる個人情報の保護方針に基づき、区が適正に管理します。 
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１５ 事業実施計画について 

事業実施の計画を立てる際には、以下の事項に留意して作成してください。 

※交付決定時の事業計画書と異なる事業を実施する場合は必ず事前にご相談ください。 

（１）区立集会施設等の利用抽選に外れた場合の会場確保 

・貸会議室の利用なども想定しておく 

（２）助成額が申請額を下回った場合の実施計画 

下記の例を参考に事業が実施できるよう、事業計画を立ててください。 

例）・事業の規模を縮小する ・イベントの実施回数を減らす 

・必要経費の削減    ・団体の資金で不足経費を補う 等 

 （３）実施場所が屋外の場合の実施計画 

実施日が雨天となった場合にも対応できるよう、事業計画を立ててください。 

例）・延期する ・規模を縮小して実施する 等 

（４）夏季に実施する場合の実施計画 

事業従事者並びに参加者の熱中症対策について、十分に留意して事業計画を立て

てください。 

（５）手話・多言語の通訳者を必要とする場合の実施計画 

   手話・多言語の通訳者への謝礼金も助成金対象経費となります。事業計画を立て

る際は通訳者が必要となるか事前に考慮した上で予算書を作成してください。 

 
１６ 事前相談及び提出先、提出に関するお問い合わせ 

 

 

 

 

 

受付先：すぎなみ協働プラザ 

事前相談期間：令和８年２月１０日（火）～３月６日（金） 

申請受付期間：令和８年２月１０日（火）～３月１３日（金）厳守 

申請書類の提出方法：持参（郵送・宅配便等では受け付けておりません。） 

受付時間：すぎなみ協働プラザ営業時間内 

※提出書類に不備等がありますと、再提出をお願いする場合があります。余裕を持って 

ご提出ください。 

 ※期間終了直前はご希望に沿ったお時間でのご予約が取れない可能性があるため、お早

めのご準備・ご提出を推奨しております。 

 

 

 

 

 

～すぎなみ協働プラザのご案内～ 
〒166-0004  杉並区阿佐谷南 3-2-19 産業商工会館内 

TEL：０３（５３３５）９５４０  FAX：０３（５３３５）９５４１ 
メールアドレス：info@nposupport.jp 
ウェブサイト：https://member.sugi-chiiki.com/nposupport/ 

営業日：月曜～土曜 10：00～18：00 
休業日：第 1・3・5 土曜、日曜、祝日・振替休日、年末年始(12 月 28 日～1 月 4 日) 

申請書類の提出に当たっては、事前相談が必須となります。 
事前に電話又はメールでご予約の上、お越しください。 
お越しの際は、記入済みの申請書類をご持参ください。 

mailto:info@nposupport.jp
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よくある質問 

 

Ｑ１．助成決定後に、天変地異等の不可抗力により一部の事業が実施できなくなりまし

た。その分の助成金は返金しなければならないのでしょうか。 

Ａ１．事業を実施しなかったために使わなかった経費は返還の対象となります。 

しかし、真にやむを得ない事情で事業を実施できなくなったときは、事業実施の準

備のために要した経費（例：チラシの作成費、消耗品購入等）は経費として認めら

れる場合があります。その際はご相談ください。 

なお、団体の都合により事業を実施しなかった場合は、その事業に係る経費は返還   

の対象となります。 

 

Ｑ２．助成決定後、事情により事業計画を変更したいのですが。 

Ａ２．申請時の事業計画で審査及び助成決定をしていますので、事業計画に沿った事業実

施をすることが前提となります。ただし、計画を変更しなければならない事情があ

ったときは、区へ事前相談の上、変更届を提出していただくことにより、事業の内

容を変えない範囲で変更が認められる場合があります。 

   例）実施時期、実施場所、実施方法（会場からオンラインへの変更）等 

 

Ｑ３．助成決定金額が申請金額を下回った場合、どのように事業を実施すればよいですか。 

Ａ３．計画を変更し、必要書類を提出の上事業を実施していただきます。(９ページ参照) 

 

Ｑ４．イベントの参加対象者を居住地域や属性で限定しても問題ないですか。 

Ａ４．助成事業の対象は、区民を対象とした特定非営利活動（不特定かつ多数のものの利

益に寄与することを目的としたもの）に係る事業であるため、広く区民を対象とす

ることが前提となります。しかしながら、事業の特性に応じて、参加者を年齢等で

一定程度限定することも想定します。その場合は、その中で広く募集を行うように

していただき、今後の展開として対象者の拡大も視野に入れてください。 

なお、知り合い同士のサークルのような活動は助成対象外となります。 

 

Ｑ５．ある費目で余った助成金を、別の費目や予算計上していない費用に充てることはで

きますか。 

Ａ５．原則として、助成金は予算計上した費目で使用していただきますので流用は認めら

れません。ただし、やむを得ない事情があった場合はご相談に応じますので、必ず

事前にご連絡ください。 
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令和８年度 
杉並区ＮＰＯ活動資金 助成申請・交付の流れ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区
•助成募集説明会 ２月１８日（水） 会場：杉並区役所分庁舎３階

区
•事前相談期間 ２月１０日（火）～３月６日（金） 受付：すぎなみ協働プラザ

団体
•助成金交付申請書提出 ３月１３日（金）まで 受付：すぎなみ協働プラザ

区
•申請団体へ書類審査（一次審査）の結果を通知 ４月下旬（予定）

団体
•プレゼンテーション（二次審査） ５月上旬（予定） 会場：杉並区役所分庁舎

区

•助成金交付決定

•団体へ助成金交付決定通知、助成金交付請求書類の送付 ６月上旬（予定）

団体
•区へ助成金交付請求書類の提出 ６月上旬～６月中旬

区
•団体へ助成金を交付 交付請求から２～３週間後

団体
•助成事業の実施（杉並区地域課協働推進係への活動報告・周知活動等）

区
•助成事業の現地活動状況確認（杉並区地域課協働推進係）

団体
•ＮＰＯ支援基金ＰＲ（広報）イベントに出展参加

団体

•杉並区地域課協働推進係へ事業報告書の提出 （事業終了後２週間以内）
※事業終了が令和９年２月２８日（日）の場合は令和９年３月１２日（金）まで

区

•事業報告書をもとに助成金の適正執行を調査、助成金額の確定・精算

•団体へ助成金額確定通知書を送付

団体
•助成事業報告会への参加 令和９年４月（予定）


